
さくら野セゾンゴールドカード特約
第1条（カード名称）
株式会社クレディセゾン（以下「当社」という）が株式会社さくら野百貨店
（以下「提携先」という）と提携して発行するカードをさくら野セゾンゴー
ルドカード（以下「本カード」という）と称します。
第2条（カードの発行）
お客様が、本特約及びセゾンカード規約（ゴールドカードセゾンの特則を
含む）を承認し、当社と提携先（以下、あわせて「両社」という）に本カード
のご利用のお申込をされ、両社が本カードのご利用を承諾した方（以下
「会員」という）に、本カードを発行いたします。契約は、両社が承諾した
日に成立するものとします。
第3条（カード規約）
⑴本カードについては、セゾンカード規約（ゴールドカードセゾンの特則
を含む）に加え本特約が適用されます。両規定が重複する場合は本特約
を優先いたします。
⑵本カードについては、セゾンカード規約第５章（ゴールドカードセゾン
の特則）第２７条及び第３２条の適用はありません。
第4条（さくら野ポイント）
⑴本カードには、提携先の提供するさくら野ポイントサービスが提供さ
れ、当該サービスは、本特約並びに提携先が定めるさくら野ポイント会員
規約に基づき提供されます。
⑵本カードについては、さくら野ポイント会員規約２①に定めるカード発
行費用は適用されません。
⑶本カードの有効期限については、さくら野ポイント会員規約２⑤は適
用されず、セゾンカード規約第３条が適用されます。
⑷本カードの住所・氏名・電話番号等お届け事項の変更については、さく
ら野ポイント会員規約７④は適用されず、セゾンカード規約第１８条が適
用され、当社所定の変更手続きをおとりいただきます。なお、この場合当
社に対する変更手続きをもって、提携先へのお届けもあったものとみな
します。
⑸本カードの紛失・盗難及び再発行については、さくら野ポイント会員規
約８①・②は適用されず、セゾンカード規約第１６条及び第１７条が適用さ
れます。
⑹本カードの退会については、さくら野ポイント会員規約１０は適用され
ず、セゾンカード規約第２３条⑶が適用されます。
第5条（弁済金等の支払方法等）
セゾンカード規約第５章（ゴールドセゾンの特則）第２８条（弁済金等の支
払方法等）⑴に定める分割払いの（例）及び分割払い表は、下記のとおり
となります。

記
（例）現金価格	 ５０，０００円、１０回払いの時
●分割払手数料	 ５０，０００円×（５．５円／１００円）＝２，７５０円
●支払総額	 ５０，０００円＋２，７５０円＝５２，７５０円
●各支払日の分割支払金	 ５２，７５０円÷１０回＝５，２７５円

支払回数	 （回） ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
支払期間	 （ヶ月） ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
実質年率	 （％）９．９ １０．６１１．０１１．３１１．５１１．７１１．８１１．９１２．０
現金価格１００円当た
りの手数料の額	（円）１．７ ２．２ ２．８ ３．３ ３．９ ４．４ ５．０ ５．５ ６．１

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４
１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４
１２．０１２．１１２．１１２．１１２．２１２．２１２．２１２．２１２．２１２．２１２．２１２．２１２．２

６．６ ７．２ ７．７ ８．３ ８．８ ９．４ ９．９ １０．５ １１．０ １１．６１２．１１２．７１３．２
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２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６
２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６
１２．２１２．２１２．２１２．２１２．２１２．２１２．２１２．２１２．２１２．２１２．２１２．２

１３．８１４．３１４．９１５．４１６．０１６．５ １７．１ １７．６ １８．２１８．７１９．３１９．８

第6条（会員資格の喪失等）
セゾンカード規約第２３条（会員資格の喪失等）に以下の事項を追加いた
します。
⑴⑩会員が提携先の定めるさくら野ポイント会員規約等に基づき、さく
ら野ポイント会員資格を喪失したとき。
⑺会員がセゾンカード会員規約第２３条に基づき会員資格を喪失した場
合、さくら野ポイント会員資格も喪失するものとします。
第7条（本規約の変更等の準用）
セゾンカード規約第１９条（本規約の変更等）の規定は、本特約の変更に
ついて準用します。この場合において、セゾンカード規約第１９条（本規
約の変更等）中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。


